
北十間川水辺活用協議会 会則 

 

１ 目的 

この協議会は、北十間川（枕橋から東武橋まで）の水辺の良好な環境の保全と、恒常的な賑わいの創

出により、水辺と周辺地域の活性化を図ることを目的とする。 

 

２ 協議事項 

（１）北十間川の水辺の良好な環境づくりに関すること。 

（２）北十間川の水辺の恒常的な賑わい創出に関すること。 

（３）上記（１）及び（２）による水辺とその周辺地域の活性化に関すること。 

 

３ 組織 

（１）協議会は、別表に掲げる委員をもって構成する。 

（２）任期は2年とし、再任を妨げないものとする。 

なお、任期途中で委員が交代した場合は、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

４ 会長・副会長 

（１）協議会に会長（１人）及び副会長（３人以内）を置く。 

（２）会長は委員の互選により選出する。 

（３）会長は協議会を主宰し、会務を総括する。 

（４）副会長は、委員の中から会長が指名する。 

（５）副会長は、会長を補佐する。 

（６）会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。この場合において、副会長が2人以上で

あるときは、あらかじめ会長が定めた順序で、その職務を代理する。 

 

５ 会議の開催 

（１）協議会の招集は、会長が行うものとする。 

（２）会長が必要と認めたときは、協議会に関係職員、専門的知識を有する者等の出席を求め、意見を聴

くことができる。 

 

６ 定足及び表決 

（１）協議会は、半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。 

（２）協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

 

７ 部会の設置 

調査、研究等を行うため、協議会に部会を置くことができる。 

 

８ 会則の改正等 

  会則は、会議により改正することができる。 

また、細則を設けることができる。 

 

９ 事務局 

協議会及び部会の事務局は、墨田区都市整備部都市整備課に置く。 
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向島一丁目町会 会長 
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すみだミズベリング開発推進部 課長 
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管理課長 

工事課長 

墨田区企画経営室 公共施設マネジメント担当課長 

墨田区産業観光部 

産業振興課長 

観光課長 

墨田区都市整備部 

土木管理課長 

道路公園課長 

事務局 都市整備課長 

 


